
都 市 再 生 機 構 （ Ｕ Ｒ ） 賃 貸 住 宅 の 家 賃 減 免 等 に 関 す る 意 見 書 （ 案 ）  

 

 都 市 再 生 機 構 は 、 平 成 25年 12月 24日 に 閣 議 決 定 さ れ た 独 立 行 政 法 人 改 革 等 に 関

す る 基 本 的 な 方 針 に 基 づ き 、 家 賃 改 定 に 係 る ル ー ル の 見 直 し 、 低 所 得 の 高 齢 者 等

に 対 し て 国 か ら の 財 政 支 援 を 得 て 実 施 す る 家 賃 減 額 措 置 、 Ｕ Ｒ 賃 貸 住 宅 ス ト ッ ク

再 生 ・ 再 編 方 針 を 踏 ま え た ス ト ッ ク の 再 生 、 再 編 等 の 推 進 及 び 需 要 動 向 並 び に 経

営 状 況 に 応 じ た ス ト ッ ク の 圧 縮 に 取 り 組 ん で い る 。  

 横 浜 市 内 に は 約 ４ 万 5000戸 の 都 市 再 生 機 構 （ Ｕ Ｒ ） 賃 貸 住 宅 が あ り 、 多 く の 市

民 が 居 住 し て い る 。  

 Ｕ Ｒ 賃 貸 住 宅 は 、 住 宅 確 保 要 配 慮 者 に 対 す る 賃 貸 住 宅 の 供 給 の 促 進 に 関 す る 法

律 （ い わ ゆ る 住 宅 セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 法 ） に お い て 公 的 賃 貸 住 宅 と 位 置 づ け ら れ 、

公 的 賃 貸 住 宅 の 管 理 者 は 、 公 的 賃 貸 住 宅 の 入 居 者 の 選 考 に 当 た り 、 住 宅 確 保 要 配

慮 者 の 居 住 の 安 定 に 配 慮 す る よ う 努 め る こ と を 求 め ら れ て い る 。  

新 た な 住 宅 セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 制 度 創 設 に 伴 い 、 平 成 29年 の 住 宅 確 保 要 配 慮 者 に

対 す る 賃 貸 住 宅 の 供 給 の 促 進 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 審 議 の 折 に 

は 、 「 本 法 に よ る 住 宅 セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 機 能 の 強 化 と 併 せ 、 公 営 住 宅 を 始 め と す

る 公 的 賃 貸 住 宅 政 策 に つ い て も 、 引 き 続 き 着 実 な 推 進 に 努 め る こ と 。 」 と の 附 帯

決 議 が な さ れ て い る 。  

ま た 、 平 成 27年 の 国 会 に お け る 独 立 行 政 法 人 に 係 る 改 革 を 推 進 す る た め の 国 土

交 通 省 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 案 審 議 の 折 に は 、 「 独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機

構 に よ る 近 接 地 へ の 建 替 事 業 等 の 実 施 に 当 た っ て は 、 居 住 者 の 声 を 十 分 に 聴 く と

と も に 、 居 住 者 の 居 住 の 安 定 の 確 保 及 び 良 好 な ま ち づ く り と コ ミ ュ ニ テ ィ の 維 

持 ・ 活 性 化 が な さ れ る よ う 配 慮 す る こ と 。 」 「 独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機 構 の 賃 貸

住 宅 に つ い て は 、 居 住 者 の 高 齢 化 が 進 ん で い る 状 況 を 踏 ま え 、 バ リ ア フ リ ー 化 や

地 域 の 医 療 福 祉 拠 点 の 形 成 に 係 る 取 組 を 一 層 促 進 す る と と も に 、 子 育 て 世 帯 、 高

齢 者 世 帯 な ど 多 様 な 世 帯 が 共 生 で き る 良 好 な 居 住 環 境 の 整 備 に 努 め る こ と 。 ま 

た 、 低 所 得 の 居 住 者 が 安 心 し て 住 み 続 け る こ と が で き る よ う 、 そ の 家 賃 の 設 定 及

び変更に当たっては、居住者にとって過大な負担とならないよう留意すること。」 

と の 附 帯 決 議 が な さ れ て い る 。  



 よ っ て 、 政 府 及 び 独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機 構 に お か れ て は 、 Ｕ Ｒ 賃 貸 住 宅 の 法

的 位 置 づ け や 附 帯 決 議 を 十 分 尊 重 し 、 高 齢 者 ・ 子 育 て 世 帯 ・ 低 額 所 得 者 等 の 住 宅

確 保 要 配 慮 者 へ の 家 賃 減 額 措 置 の 充 実 と 継 続 に 努 め る と と も に 、 Ｕ Ｒ 賃 貸 住 宅 に

住 む 横 浜 市 民 の 居 住 の 安 定 の た め に 、 Ｕ Ｒ 賃 貸 住 宅 ス ト ッ ク の 再 生 ・ 再 編 に 当 た

っ て は 、 居 住 者 の 声 を 十 分 に 反 映 し 最 大 限 の 理 解 を 得 る こ と に よ り 、 市 民 の 住 生

活 の 向 上 と コ ミ ュ ニ テ ィ の 維 持 ・ 活 性 化 を 図 る こ と を 要 望 す る 。  

 こ こ に 横 浜 市 会 は 、 地 方 自 治 法 第 99条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。  

 

   平 成 30年  月  日 （ 議 決 年 月 日 ）  

  

 内 閣 総 理 大 臣 

 国 土 交 通 大 臣  宛 て  

 独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機 構 理 事 長 

 

                            横 浜 市 会 議 長 名  


